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　令和７年１０月１日　から　令和８年３月３１日　まで

　官の指定した日（その都度通知する。）

　ミニローリーからの給油とし、指定する船舶の船内タンクに直接納入する。

　契約履行に当たり疑義が生じた場合及び仕様書に明記されていない事項
について、納入する船舶から要求を受けた場合には、留萌海上保安部管理
課へ報告し、その指示に従うこと。

　本調達案件について、知り得た当庁の業務上の秘密を、第三者に漏え
い、または、利用してはならない。

　燃料搭載に際しては関係法令等を遵守し、所轄消防署への危険物取扱に
関する申請が必要な場合は、受注者が行うこととする。

　時間外積み込み料が発生した場合については、毎月末とりまとめのう
え、燃料油の請求とは、それぞれ別段として請求することができるものと
する。

　２ＫＬを超えて搭載する場合、消防から船舶給油用に許可を得たタンク
ローリー車両によること。

　支払いについては、履行完了後、一ヶ月毎の支払いとする。

　第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

　Ａ重油（１種１号）買入（留萌港）１０～３月分　予定数量　１４６ＫＬ

船舶燃料買入仕様書

　本契約は単価契約とし、１リットルあたりの単価として取り扱う。
　なお、契約単価については、契約書及び同特約条項に定めるとおりとす
る。

　燃料油の搭載数量、納入日時及び納入場所の変更等の通知があった場合
は、真に止むを得ない場合を除き、これに応じること。

　揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十一等に基づき国際航
海に従事する総トン数４００ｔ以上の船舶には、燃料供給証明書および搭
載の都度燃料試料を提出すること。

　上記５の数量は予定を示したものであり、増減が生じても異議の申し立
てをしてはならない。

  本物品は、第一管区海上保安本部が海上保安業務を遂行する船舶に供給する船
舶燃料を買い入れるものである。

　燃料油の数量、納入日時及び納入場所を指定し発注があったときは、こ
れに応じて燃料を納入すること。
　なお、海難・災害等のやむを得ない場合を除き、巡視船（ＰＳ型を除
く）については夜間（１７：００～８：３０の間）、巡視艇及びＰＳ型巡
視船については深夜（２２：００～５：００の間）の納入は指定しない。

　燃料油搭載に際しては、当庁係官等の指示に従い必要なときは、納入前
に社内試験成績書を提出し、検査職員の確認を受けること。

　Ａ重油(１種１号)とし、日本産業規格（ＪＩＳ規格）Ｋ２２０５（重油）の規
定を満たすもの。

　発注は原則として平日の日中（８：３０～１７：００）に行うものとす
る。
　なお、納入日時が休祝日又は夜間である場合は、可能な限り「直前の平
日正午」までに発注を行うものとする。

  この仕様書は、第一管区海上保安本部が海上保安庁の船舶に供給する船舶燃料
について規定する。

　予定数量　１４６　ＫＬ

　留萌港に停泊中の指定船舶


